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■想定し得る最大規模洪水に対する水害ハザードマップの発行 【地図面】

■地図面の主な掲載内容
・洪水浸水想定区域 想定し得る最大規模の降雨に係る洪水によって想定される浸水の深さ
・立退き避難が必要な区域 家屋倒壊等氾濫想定区域を立退き避難が必要な区域として指定
・指定緊急避難場所（水害） 災害対策基本法に基づく，水害時の指定緊急避難場所
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京都市の取組状況について （2/2）

■想定し得る最大規模洪水に対する水害ハザードマップの発行 【情報面】

■情報面の主な掲載内容
・避難行動選択用のチャート図 地図面の浸水深さ等を見ながら進めることで，適切な避難行動を選択できるチャート図
・避難行動の解説 選択した避難行動の概要を知るための解説
・避難勧告等の伝達手段 避難開始のきっかけとなる避難勧告等の伝達手段
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宇治市の取組状況について

■①防災講演会 ①防災講演会
京都府南部地域豪雨から５年を迎え、「豪雨災害の発生メ

カニズムと対応について」と題して講演会を実施しました。

②宇治市防災行動計画（タイムラインの）作成
旅行者・観光者に着目した宇治市防災行動計画（タイムラ

イン）作成に伴う会議を実施しました。

③マイ防災マップの作成（学生、地元町内会と連携した取組み）

京都文教大学と地元町内会の共同によるマイ防災マップ
作成に伴い、京都文教大学の学生に対し防災学習を実施し
ました。

・実 施 日 ： 平成２９年７月２９日
・実施場所 ： 宇治市保健消防センター（うじ安心館）
・参 加 者 ： 自主防災リーダー、町内会役員等

京都大学防災研究所
川池准教授を講師に
迎えて講演会を実施
しました。

■②宇治市防災行動計画（タイムライン）の作成
■③マイ防災マップの作成
（行政、地元町内会と連携した取組み）

・実 施 日 ： 平成３０年５月８日
・実施場所 ： 宇治市保健消防センター（うじ安心館）
・参 加 者 ： 京都文教大学学生１７名

・実 施 日 ： 平成３０年３月７日
・実施場所 ： 宇治市保健消防センター（うじ安心館）
・参 加 者 ： 天ｹ瀬ダム放流連絡会構成団体ほか
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城陽市の取組状況について

■自主防災組織による洪水を想定した避難訓練

■自主防災組織による洪水を想定した避難訓練
平成２９年５月に株式会社平和堂と大規模小売店舗「アル・プラザ城陽」の平面駐車場及び立体駐車場

を指定緊急避難場所に指定する協定を締結したことから、 ８月に木津川洪水浸水想定区域内の自主防

災組織が防災訓練を実施する際、「アル・プラザ城陽」ほか複数箇所の高台へ避難する訓練を共同で行
いました。平成３０年度も同様の避難訓練を避難箇所を増やして行う予定です。

協定締結式の様子

アルプラザ城陽 JR長池駅北側広場

富野小学校

アルプラザ
城陽

ＪＲ長池駅
北側広場

富野小学校

※H29.7に公表された想定最大規模洪水による木津川洪水浸水
想定区域図に基づき作成した洪水ハザードマップを、平成30年
度に配布する予定です。
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■浸水対策の周知を図る水防施設見学会・出前講座

■水防施設見学会
市内の浸水対策の周知を図るため、市民を対象に見学会を実施しました。

■出前講座
市の職員が講師となり、小学生を対象に市内の過去の水害やこれまでの浸水対策について講義を行い、

災害への意識を高めました。

平成２５年台風１８号被害②小学校出前講座

実 施 日：平成29年10月4日（水）
実施場所：向日市立第２向陽小学校
参 加 者：４年生約90人

実 施 日：平成29年7月28日（金）
実施場所：石田川一号幹線
参 加 者：27人

平成２５年９月１５日から１６日にかけて２７０
㎜の雨が降り続き、市内の一部に浸水被害
が発生しました。

①石田川１号幹線見学会

被害状況
床上浸水：4件
床下浸水：102件
一部農作物に被害

川からあふれる水を一時的に貯留する
雨水幹線（トンネル）

向日市の取組状況について
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長岡京市の取組状況について

■マイ防災マップ（東和苑）の概要
水害のリスクがある東和苑地域で、住民が主体となりまちを実際に歩くことで、災害時に役立つ防災マッ

プを作成しました。また、作成にあたり、淀川河川事務所、京都府にご協力いただきました。

■住民が主体となって作成するマイ防災マップ（東和苑）
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八幡市の取組状況について

■マイ防災マップ

マイ防災マップ作成の様子

完成したマイ防災マップ

■防災研修会

京都府防災消防企画課と情報活用指導員の協力を得て京都府
マルチハザード情報提供システム活用講座を開催しました。

■雨水地下貯留施設

あさかぜ児童公園（写真左）に貯留量4,400㎥の地下貯留施設の
設置を完了しました。現在、消防庁舎敷地内の市民防災広場に
貯留量3,100㎥の地下貯留施設を設置中です。

■ハザードマップ改訂

洪水浸水想定区域図の更新に伴い
浸水想定区域図等ハザードマップの
改訂を予定しています。

■水防訓練

自主防災隊と共に土嚢作りを行う等
の水防訓練を実施しました。

水害の基礎知識に関する内容説
明会等を実施し、マイ防災マップ
を作成しました。

7



京田辺市の取組状況について

■木津川氾濫時の浸水想定を示した表示板の設置

京田辺市では、まるごとまちごとハザードマップ事業の一環として市内の電柱や公民館など15箇所に
表示板を設置しました。木津川が氾濫した場合、甚大な被害が想定されるため、表示板の設置してある
場所において、どの程度浸水するのか確認し、台風や集中豪雨による大雨に備えるよう住民へ周知して
いる所です。

目線と浸水想定深の
高さに表示板を
設置しました。
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木津川市の取組状況について

■まるごとまちごと
ハザードマップの設置

■木津川タイムラインの作成

正面玄関横 1階ロビー

グループワークの様子

■排水能力の向上 ■防災情報伝達力の向上

排水ポンプ車の導入

■台風21号対応

■赤田川水門竣工

台風21号対応時の
防災情報メール

木津川市では、国、地方公共
団体、民間企業、住民が一体と
なった多機関連携型木津川タイム
ライン作成に着手しました。台風
21号対応時には防災情報メール
を活用し、防災情報伝達の向上
に努めました。
また、赤田川水門の竣工、まる

ごとまちごとハザードマップの追加
設置及び更新を実施しました。
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大山崎町の取組状況について

■同報系防災行政無線整備完了（平成29年9月運用開始）

■総合防災訓練における水中歩行訓練実施（平成30年9月予定）

平成29年10月の台風第21号時に初めて同報系防災行政無線を使
用して避難勧告を発表しました。同報系整備前の平成25年特別警報時
には広報車で職員が6時間以上休まず放送していたため、瞬時に町全
域に放送を行なえる時間的・人員的効果をあらためて実感しました。

【概要】町内8箇所に屋外スピーカーを設置し、住宅地域全域を音達範囲におさめる。
【効果】緊急情報伝達の即時性が大幅に向上。防災メール登録者が約2倍に増加。

【概要】総合防災訓練において、参加者に水中歩行訓練を体験してもらう予定。
【前提】三川合流の地であり、水防災意識も強い。一方で若年層の危機意識は低下傾向。

水害における早期避難の大切さを訴えるためには、やはり実際に体
験してもらうことが一番と考え、淀川河川事務所に資機材をお借りし、総
合防災訓練の場で「水中歩行訓練」を参加者に体験していただく予定
です。

他には
■災害対応高度化研修の実施（平成30年2月）
■庁舎自家発電設備の新設（平成30～31年度）

町域5.97㎢

同報系防災行政無線子局配置図
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久御山町の取組状況について

■消防団・消防本部による水防活動

平成29年10月の台風第21号の影響により、
木津川の水位が上昇し、堤内地の水田で複
数の漏水が発見されました。堤防決壊に繋
がるおそれがある為、久御山町消防団37名、
久御山町消防本部23名の合計60名により決
壊を防ぐ水防工法として、釜段工を実施しま
した。

久御山町佐山地内における水防活動（10月23日）

①同報系防災行政無線の整備

■平成30年度の取組

住民の方々にいち早く
防災情報を伝達するため、
デジタルMCA方式の防災
行政無線（同報系）の整備
を単年度で実施します。

同報系防災行政無線 構成図
②総合防災訓練の実施

昭和28年の大水害から65
年の節目となる本年度に、5
年に1度の久御山町総合防
災訓練を実施します。防災
関連機関等との連携を確認
する機会とし、久御山町の防
災力を確認します。

③ハザードマップの更新

平成29年6月に想定しうる
最大規模の降雨による「洪水
浸水想定区域図」が公表され
たことに伴い、久御山町ハ
ザードマップを更新します。
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井手町の取組状況について

■大規模水害に備え マイ防災マップを作成

■マイ防災マップ作成の取組みの概要
井手町は昭和２８年８月の南山城水害で甚大な被害が発生しました。町ではその教訓を生

かしつつ、町全体で常に洪水氾濫に備えるよう、平成２６年度から町内各区でマップ作りに取
組んできました。このマップは、地域住民の方々にまち歩きをしながら、より安全な避難経路
や地域での決め事などを議論いただき、そのご意見を反映するとともに、避難勧告等の発令
する河川水位や様々な情報の入手方法なども明記していることから、いざという時に役立て
ていただけるよう作成しました。

■井手町全域でマイ防災マップの完成
木津川及び４河川の洪水浸水想定区域は９地区が対象であり、平成２９年度に石垣区と水

無区のマイ防災マップが完成したことで、９地区すべてのマイ防災マップが完成しました。

■今後の取組み
マイ防災マップが完成したことで、当該マップを活用した避難訓練の実施や、浸水想定区

域の変更によるマップの更新など、地域住民の方々に、更なる安心･安全の向上を図るととも
に、淀川河川事務所や京都府と連携しながら水防災意識社会の構築に向けて取組んでま
いります。

地域住民によるまち歩きの状況 地域住民によるマップ編集の状況

作成したマイ防災マップの例
（上は表面、下は裏面）

12



笠置町の取組状況について

①笠置町消防団長による防災講座
（平成２９年９月27日）

②笠置町防災パトロール
（平成２９年６月２０日）

住民を対象に、全国的な災害の紹介や非常時
の持出し品・備蓄品の説明などを行い、緊急時に
必要な知識等の共有を図りました。

防災関係機関と、町内で災害の発生が予想され
る危険個所の点検や現状を確認し、防災対策の検
討等を行いました。
笠置町中央には木津川が流れているため、水害

対策にもより一層力を入れる必要があります。
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■木屋地区の自主防災組織

和束町の取組状況について

■和束町消防団（水防団）の拡充について（平成２８年度～）

平成28年度から和束町消防団（水防団）の拡充を目的とし、在勤
者及び近隣市町村在住者も入団対象とする任用資格の拡充、機能
別団員制度の創設、団員報酬や手当の引き上げなどによる団員の処
遇改善を行いました。平成30年４月１日現在の団員は227名で平成
27年と比較して23人の増加、平均年齢も低下しました。

■結成（平成２９年度～）
本町で淀川浸水想定区域となっている木屋地区において、平成29年度から地震、風水害の災害予防、

救出救護、避難誘導等の応急対策を行う自主防災組織を結成しました。
■平成３０年度の活動予定
京都府のマルチハザード情報提供システムを利用して、浸水深や土砂災害警戒区域、避難場所、避

難経路など地域の情報について話し合いながら、「わが家の防災マップ」を作成予定です。

わが家の防災マップ（例）

■水害等に関する災害講座

シニアライフサポート学級や地域
のふれあいサロンなどで、防災行政
無線の放送による気象情報や避難
情報の伝達、避難方法や避難場所
の確認などの水害等に関する災害
講座を行っています。
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精華町の取組状況について （1/2）

■精華町水防訓練 ～被害を拡大させないために～

■精華町水防訓練 平成30年5月13日
精華町水防訓練は毎年、出水期前に行っています。本年度は、平成30年5月13日に精華町消防本部で

行いました。当日は、消防団員65人、消防職員20人が参加して訓練を行いました。
水防訓練では、早朝から水防の基礎を学び、その後、グラウンドで土のうの作成、土のうを使った、水防

工法を訓練を行い、災害防御活動などの手順を確認しました。

▲改良積土のう工法▲水防訓練場
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精華町の取組状況について （2/2）

■平成30年度 精華町防災パトロール ～「逃げ遅れゼロ」を目指して～

■平成30年度 精華町防災パトロール 平成30年5月17日
このパトロールは、京都府山城広域振興局、京都府山城南土木事務所、京都府木津警察署、精華町消

防本部、精華町（総務部、事業部）などから、18名が参加しました。
本年度のパトロールでは、「逃げ遅れゼロ」を念頭に置き、避難経路や避難のタイミングなど、情報の共

有を図りました。ミーティングの中では、京都府山城南土木事務所から煤谷川と山田川の洪水浸水想定な
どの事前説明により、認識の統一を行い、その後、現地のパトロールを行いました。

▲事前ミーティング ▲地すべり箇所を点検▲煤谷川付近の点検

16



気象庁の取組状況について （1/3）

■段階的に発表する防災気象情報の活用

① ５日先までの「警報級の可能性」の提供

警報級の可能性 警報・注意報（危険度を色分けした時系列） 危険度分布

気象台が発表する大雨警報には、浸水による重大な災害のおそれがあるときに警戒を呼びかける大
雨警報（浸水害）と、重大な土砂災害発生のおそれで警戒を呼びかける大雨警報（土砂災害）の２種類が
あり、警報級の可能性での「大雨」は、浸水害・土砂災害の両方を対象としています。
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「警報級の現象が予想される期間」等を
視覚的に把握しやすい形で提供

※ 気象警報について
・ 「警報級の現象が予想される期間」の最大６時間前に

発表しています。
・ 各警報の予測値は、「確度が一定に達した」ものを

表示しています。

今後の危険度の高まりを即座に把握できます

時系列表示により

従来からの文章形式も確認できます

② 警報・注意報の「危険度を色分けした時系列」の提供

気象庁の取組状況について （2/3）

18

気象庁ホームページアドレス（京都府）
http://www.jma.go.jp/jp/warn/333.html

「発表状況一覧」をクリックし、
見たい市町村名をクリックすると、

警報・注意報（図表形式）へ



2時間先
までの予測

1時間先
までの予測

3時間先
までの予測

⾼
危
険
度

低 今後の情報等に留意

極めて危険
⾮常に危険
警戒
注意

⼟砂災害警戒判定メッシュ情報
（⼤⾬警報（⼟砂災害）の危険度分布）

⾼
危
険
度

低 今後の情報等に留意

極めて危険
⾮常に危険
警戒
注意

⼤⾬警報（浸⽔害）の危険度分布

氾濫注意情報

氾濫発⽣情報
氾濫危険情報
氾濫警戒情報

発表なし

危
険
度

低

⾼極めて危険
⾮常に危険
警戒
注意

今後の情報等に留意

洪⽔警報の危険度分布

⾼
危
険
度
低

指定河川洪⽔予報

濃い紫は「災害が すでに発生」していて
もおかしくない状況！

③ 警報・注意報を補足する「危険度分布」の提供

気象庁の取組状況について （3/3）

危険度分布では、土砂災害、浸水害、洪水害の危険度が高まっ
ている場所をお知らせします。

内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」でも、避難判断への
活用が推奨されています。
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（高解像度降水
ナウキャスト）



淀川河川事務所のソフト対策（浸水ナビ）
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■直轄河川を対象とした想定最大規模降雨による洪水氾濫シミュレーションの公表

■地点別浸水シミュレーション検索システム(通称：浸水ナビ) とは
自分の住んでいる地域にどのような浸水リスクがあるのかを調べるために、浸水リスク等をアニメーションやグラ

フで表示させることができる検索システムです。自宅などの地点をWEBサイト上で指定することにより、

◇どの河川が氾濫した場合に浸水するか
◇河川の決壊後、どれくらいの時間で氾濫水が到達するか
◇どれくらいの時間、浸水した状態が継続するか

などの浸水リスクを簡単に把握できます。

■淀川管内における直轄河川を対象とした
浸水ナビの公開
淀川管内洪水浸水想定区域図(H29.6公

表)をもとに、浸水ナビに公開しています。

桂川右岸 【久我橋下流】における破堤点
氾濫アニメーションの例



淀川河川事務所のハード対策（桂川）
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淀川河川事務所のハード対策（宇治川）
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淀川河川事務所のハード対策（木津川）
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淀川河川事務所のハード対策（淀川）
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淀川河川事務所のハード対策（桂川）

25



淀川河川事務所のハード対策（宇治川）
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淀川河川事務所のハード対策（木津川）
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淀川河川事務所のハード対策（淀川）
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目標を達成するために概ね５年間で実施する具体的な取組
具体的な取組の柱

 事 項 （■︓⼤分類）

 具体的取組 （○︓中分類）

１）ハード対策の主な取組
■洪⽔を河川内で安全に流す対策

○浸透、侵⾷、パイピング、流下能⼒の対策
の実施【1】

・直轄河川を対象とした、浸透対策、侵⾷対策、パイピング対策、流下能⼒向上対策⼯の実施 Ｎ 平成32年度 地整●

■危機管理型ハード対策

○堤防天端の保護や堤防裏法尻の補強【2】 ・直轄河川を対象とした、堤防天端及び法尻の保護⼯の実施 Ｏ 平成32年度 地整●

■避難⾏動、⽔防活動、排⽔活動に資する基盤等の整備

・⾬量・⽔位等の観測データ及び洪⽔時の状況を把握・伝達するための基盤の整備 Ｌ
H28年度から

順次実施
地整●

・⽔防資機材の備蓄状況の確認 Ｊ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ❶ ● ● ● ● ● ● ● ● 地整●

・簡易⽔位計や量⽔標、CCTVカメラの設置 Ｌ 引き続き実施 地整●

・浸⽔時においても災害対応を継続するための庁舎等の整備及び⾃家発電装置等の耐⽔化※1

（※1︓耐⽔化とは、浸⽔により機能停⽌とならないよう防⽔装備等を⾏うこと）
Ｌ

H29年度から
順次実施 ● ● ◎ ◎ ● ● ● ● ◎ ◎ ◎ 地整●

 ２）ソフト対策の主な取組 ①地域ごとの特性に応じた避難方法を踏まえ、住民の主体的かつ適切な避難行動を促すための取組

■想定最⼤規模洪⽔を対象とした⽔害ハザードマップの作成・周知等

・直轄河川を対象とした想定最⼤規模降⾬による洪⽔浸⽔想定区域図の公表 Ａ H28年度 地整➊ 活⽤

・直轄河川を対象とした想定最⼤規模降⾬による洪⽔氾濫シミュレーションの公表 Ｂ H28年度 地整◎ 活⽤

・想定最⼤規模降⾬による洪⽔浸⽔想定区域図に基づいた⽔害ハザードマップの策定・周知 Ｄ
H29年度から

順次実施 ◎ ◎ ❹ ◎ ◎ ◎ ❷ ❷ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 活⽤

・まるごとまちごとハザードマップの整備・拡充
・広域避難場所や緊急避難広場の案内標識を設置 など

Ｄ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 地整＊２● 活⽤

・指定避難所までの避難ルートを⽰した避難マップ（マイ防災マップ）の作成
・緊急避難場所の候補地選定、緊急避難体制の構築など、⾃治会や区単位等で洪⽔を対象とした防災マップを
作成 など

Ｄ 引き続き実施 ● ● ● ◎ ● ❹ ● ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎
地整＊２●
ﾚﾝｼﾞｬ＊２●

活⽤

○ハザードマップポータルサイトを活⽤した
周知サポート、地図情報の活⽤【6】

・ハザードマップの周知のサポートとして、ハザードマップポータルサイトや地図情報を提供 Ｄ 引き続き実施 国交省● 活⽤

■適切な避難⾏動の実現に向けた取組

・避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（H27.8）に準拠したマニュアル等の整備 Ｃ 引き続き実施 ● ● ● ◎ ● ◎ ● ❹ ● ◎ ● ◎ ◎ ● 地整＊２●

・想定浸⽔深の深い地域や家屋倒壊等氾濫想定区域※2などの情報をもとに、避難勧告等を発令すべき地域の設
定に関する調整・検討
（※2︓家屋倒壊等氾濫想定区域とは、堤防決壊による洪⽔はん濫流や河岸侵⾷により家屋が倒壊する恐れが
ある区域であり、次期浸⽔想定区域図にて設定されるもの）

Ｃ 引き続き実施 ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ❹ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 地整＊２●

・避難勧告等の発令タイミングに関する調整・検討 Ｃ
H28年度から

順次実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
＊２

● 地整＊２●

○関係機関との情報共有体制の整備【8】 ・避難勧告等の発令状況、避難所の開設状況など、関係機関と速やかに情報共有を⾏うための体制整備 Ｃ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・⾃治体間における避難者の受け⼊れ等を踏まえた広域避難の検討 Ｅ
Ｇ

引き続き実施 ◎ ◎ ◎ ● ● ❸ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ❶ 地整＊２◎ 活⽤

・要配慮者や帰宅困難者等を対象とした避難計画の作成 G 引き続き実施 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ❹ ◎ ◎ ◎ ◎ 地整＊２●

○避難訓練の実施【10】 ・洪⽔を想定した避難訓練の実施 Ｇ 引き続き実施 ● ● ❷ ◎ ● ❷ ◎ ● ● ◎ ● ◎ ◎ ● 参加

○避難誘導体制の整備【11】 ・住⺠や外国⼈観光客を含めた避難誘導体制の整備 D
Ｇ

引き続き実施 ● ◎ ◎ ● ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ●

■避難勧告の発令に着⽬したタイムラインの作成

・避難勧告等の発令に着⽬したタイムラインの策定 Ｃ H28年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
＊２

●
地整●
気象●

・訓練等の実施によるタイムラインの検証と改善 Ｃ
H29年度から

順次実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ❹ ❶ ◎ ● ◎ ◎ ❷ ◎ ◎ ◎
＊２

❸
地整●
気象●

○気象情報発信時の「危険度の⾊分け」や
「警報級の現象」等の改善（⽔害時の情報⼊
⼿のし易さをサポート）【13】

・警報等における危険度の⾊分け表⽰
・「警報級の現象になる可能性」の情報提供
・メッシュ情報の充実化 など

Ｃ
H29年度から

順次実施
気象➋ 活⽤

■防災教育や防災知識の普及

○住⺠等を対象とした⽔防災に関する講習会
等の開催【14】

・住⺠等を対象とした⽔防災に関する講習会等の開催 Ｈ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ❹ ◎ ❶ ●
地整●
気象●

参加

・担当教員を対象とした講習会（防災学習）の実施や、⼩学校の総合学習授業に⽔災害教育を取り⼊れる Ｈ 引き続き実施 ● ● ● ❸ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ❶ ● ◎ ◎ ◎ ●
地整●
気象●

参加

・防災知識の普及啓発活動等の実施 H 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ●
地整●
気象●

参加

■避難⾏動のための情報発信等の充実

・プッシュ型による情報発信（洪⽔予報等）の整備 Ｆ 引き続き実施 地整➊ 活⽤

・直轄河川における⽔位計の情報やライブカメラの 映像をリアルタイムで提供 Ｆ 引き続き実施 ● 地整● 活⽤

 ２）ソフト対策の主な取組 ②発災時に可能な限りの避難時間を確保し、人命と財産を守るための水防活動強化の取組

■より効果的な⽔防活動の実施及び⽔防体制の強化

○市町と⽔防事務組合(⽔防団(消防団))の連
絡体制の再確認等【17】

・無線やメールなどを活⽤した情報伝達⼿段の確保
・情報伝達訓練等の実施  など

Ｊ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○⽔防事務組合(⽔防団(消防団))や地域住⺠
が参加する洪⽔に対しリスクが⾼い区間の共
同点検【18】

・国が実施する重要⽔防箇所の「共同点検※3」への参加
（※3︓共同点検とは、平成27年9⽉関東・東北豪⾬を受けて全国の直轄河川で実施している「避難を促す緊
急⾏動」に位置づけられている「共同点検（洪⽔に対してリスクが⾼い区間の共同点検）」を指すもの）

Ｋ 引き続き実施 ● ❶ ❶ ◎ ● ● ◎ ● ● ● ❶ ❶ ❶ ● ● ●
地整●
気象◎

参加

○関係機関が連携した実働⽔防訓練の実施
【19】

・地域防災総合訓練等において⽔防事務組合と連携した訓練等の実施 Ｊ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
地整●
気象●

参加

○⽔防活動の担い⼿となる⽔防協⼒団体の募
集・指定の促進【20】

・広報紙やホームページ等で⽔防活動の担い⼿の募集
・地域の建設業者等も組み込んだ⽔防⽀援体制の構築 など

Ｉ 引き続き実施 ● ● ● ● ◎ ● ● ● ● ● ● ◎ ● ● ❶

 ２）ソフト対策の主な取組 ③一刻も早い生活再建及び都市機能・社会経済活動の回復のための排水活動強化の取組

■排⽔施設の耐⽔化及び排⽔訓練の実施

○排⽔施設の耐⽔化【21】
・浸⽔に備えた排⽔施設の耐⽔化※1の実施 （※1︓耐⽔化とは、浸⽔により機能停⽌とならないよう防⽔装
備等を⾏うこと）

Ｍ 引き続き実施 ● ● ◎ － ◎ － － － ◎ ◎ － － － ●

○排⽔検討及び排⽔訓練の実施【22】
・⼤規模⽔害を想定した既存排⽔施設等の活⽤⽅法及び排⽔ポンプ⾞の設置箇所等､排⽔計画の検討
・排⽔検討に基づく排⽔訓練の実施 など

Ｍ 引き続き実施 ● ● ◎ － ◎ － － ◎ ● ◎ － － － － ◎ 地整➍

● ： 実施済(実施中)  、  ◎：H30.3以降実施(着⼿)予定  、 − :概ね5年間で実施する予定なし
❶：H29年度第１四半期に◎から実施済(着⼿済)に更新 ❷：H29年度第２四半期に◎から実施済(着⼿済)に更新 ＊1 施策の⽬標時期は、整備が整った⾃治体から実施するため、⾃治体によりばらつきがある。
❸：H29年度第３四半期に◎から実施済(着⼿済)に更新 ❹：H29年度第４四半期に◎から実施済(着⼿済)に更新 ＊2 ⾃治体が主体となる取組を⽀援するもの                       
                    本協議会において検討予定の取組施策
                    具体的な取組みの対象なし

⽔防災意識社会再構築ビジョンに基づく取組状況（京都府域）

主な内容 （・︓⼩分類）

課
題
の
対
応

⽬標時期＊１

実施する機関

地域
住⺠

⼋
幡
市

京
都
市

宇
治
市

城
陽
市

向
⽇
市

⻑
岡
京
市

⼤
⼭
崎
町

久
御
⼭
町

井
⼿
町

備考国

○⼩学⽣や教員を対象とした⽔防災に関する
講習会等の実施【15】

○避難⾏動に資する情報発信等の充実【16】

○避難⾏動、⽔防活動、排⽔活動等に資する
基盤等の整備【3】

○⽔害ハザードマップの更新・周知【4】

○避難に資するマップ等の整備・拡充【5】

○避難勧告等の判断・伝達マニュアルの整備
【7】

○避難計画等の策定【9】

○避難勧告の発令に着⽬したタイムラインの
策定【12】

笠
置
町

和
束
町

精
華
町

⽔
防
事
務
組
合

府

京
⽥
辺
市

⽊
津
川
市

参 考
H29年度末時点


